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◆2023/5/12 本会議◆ 

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日

本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を

改正する法律案に対する質疑案 

参議院議員牧山ひろえ 

 

（序論） 

立憲民主・社民の牧山ひろえです。 

私は、会派を代表して、ただいま議題となりました「出入国

管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国

籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正す

る法律案」について質問いたします。 

 

 なお、去る 5 月 9 日、私たち 立憲民主・社民は、共産党、れ

いわ、沖縄の風と共に、4 会派による野党共同提案で、閣法へ

の対案として議員立法「難民等保護法案及び入管法改正案」を

提出致しました。本日の本会議代表質問でも、閣法と並べての

審議を要求しましたが、与党に拒否され実現しなかったことは

極めて遺憾です。熟議の府たる参議院でより議論を深め、それ

ぞれの法案の違いや優劣を国民の皆さんに分かりやすく伝える

チャンスを否定した与党の判断は、強く批判されるべきと考え

ます。 
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（ウィシュマさん事件の総括） 

さて、令和３年２月に提出された入管法案は、３回目以降は

難民認定申請中でも本国への強制送還を可能とする送還停止効

の例外を設け、また、罰則付きの退去命令制度を設けるなど、

到底認めることができない内容を多く含んでいました。そして、

翌３月にウィシュマ・サンダマリさんが名古屋入管で亡くなっ

たことで、同法案に対して国内外からの批判が高まり、結局、

同法案は廃案に追い込まれました。 

ウィシュマさんのように、入管収容施設内で人が亡くなるよ

うな悲劇は、決して繰り返してはなりません。そのためには、

ウィシュマさんが亡くなった原因を究明し、入管収容施設内に

おける処遇は勿論、日本の入管難民制度全体の問題点を解明し、

徹底的に見直すことが不可欠です。しかしながら政府は、今回、

その反省も教訓もなく、2 年前に廃案となった法案とほぼ骨格

が変わらない法案を国会に再提出してきました。 

政府が今回、改めて法案を提出したということは、ウィシュ

マさんの事件に関し、真相を究明し、それに基づき抜本的な改

善を行ったことが当然前提となるはずですが、法務大臣、そう

いう認識で宜しいでしょうか。そうであればなぜ、廃案になっ

た法案と根本の問題が変わらない法案を出してきたのでしょう

か。 

また、事件後に政府が行った総括で、そして今回の法案で、

今後、ウィシュマさんのような悲劇を２度と起こさないと法務
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大臣は言えるのでしょうか。 

  

（独立した難民行政について） 

我が国の難民認定についての問題の根幹にあるのは、外国人

の出入国の管理を行う組織である出入国在留管理庁が、同時に

難民認定も行ってしまっていることです。法務省設置法には、

入管庁の任務は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図る

ことであり、その任務を達成するために、難民の認定に関する

事務を司ると規定されています。つまり、入管庁は、難民認定

も外国人管理という観点から行っている訳であって、これでは、

難民として保護すべき人を正しく保護できるとは到底思えず、

事実、難民認定率は先進国最低レベルで、極めて恥ずかしい水

準に留まり、国連人権理事会等からも、本来保護すべき方々が

適切に保護されていないとの強い批判を受け続けています。 

我が党提出の対案では、難民認定の中立性・公平性・透明性・

専門性を確保するため、入管庁から独立した第三者機関が難民

認定を行うこととしておりますが、この方針に対する法務大臣

の見解をお伺いします。 

衆議院での審議では、入管行政と難民行政が密接に関連して

いるからだという答弁が政府よりありました。仮に相互の関連

による利便性のメリットがあるにしても、独立した難民行政が

ないことによって保護よりも「管理」の視点が優先されてしま

っていることによるデメリットの方がはるかに大きいのではな
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いでしょうか。これは人の命や人生を左右するほど深刻で重大

な問題です。このデメリットへの対応について、法務大臣のご

見解をお示し下さい。 

これに関連して、難民認定の最終決定を行う法務大臣として、

「難民等を間違って難民と認定しないこと」と、「難民等でない

人を間違って難民と認定すること」…。どちらを優先しますか。

端的にお答え下さい。 

 「十人の真犯人を逃すとも、一人の無辜を罰する勿れ」とい

う箴言が私たちの採る立場です。難民認定は刑事事件ではない

ですが、本国に返すことによって、迫害・拷問にあったり、殺

されたりする危険にさらすことになります。衆議院の参考人質

疑で登壇した一橋大 大学院の橋本直子准教授も、同じ趣旨から

「このまま法案を通すのは、無辜の人に、間接的に死刑執行ボ

タンを押すということに等しい」と警告しています。 

 

（外国人の収容） 

現在の全件収容主義は、収容の長期化の主要な一因となって

います。本法律案では、収容の代わりとなる監理措置の創設が

提案されています。 

まず、この監理措置の導入は、これまでの入管庁の全件・原

則収容主義を撤廃し、原則、収容しないという方針を確立する

ものなのか、明確にお答えください。 

また、実際にどれくらい監理措置に付されることになるか、
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想定とその根拠について法務大臣に伺います。 

届出義務や報告義務等の重い義務や罰則がある監理人のなり

手が十分確保されるのでしょうか。確保の見通しと手段、そし

てなり手が不十分な場合の対応について、法務大臣の見解を求

めます。 

被収容者については、３か月ごとに監理措置の要否を検討す

ることとされていますが、どのような場合に、今まで収容され

ていた外国人を監理措置に付することが適当と認められるので

しょうか。法務大臣は個々の事情という答弁に逃げるのではな

く、措置の公平を保つためにも具体的な基準をお示し下さい。 

我が党が提出した法案のように、収容の長期化に対しては、

監理措置ではなく、全件収容主義を撤廃し、収容の開始又は継

続時における司法審査を導入して、さらに収容期間に上限を設

けるべきであると考えますが、法務大臣の見解を伺います。 

 

（修正協議） 

衆議院での修正協議に際しての修正項目の一つに、在留特別

許可を判断する際に「子どもの利益」を考慮すべきことを条文

上明記するという内容がありました。我が党が最終的に修正協

議に合意出来なかったことにより、この項目も含め合意項目は

全て白紙とされたのですが、在留特別許可の考慮事情に児童の

利益を考慮すべきことを条文上明記することに、政府与党は反

対ということでしょうか。法務大臣のご見解をお示し下さい。 
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反対しようが無い内容で、かつ一旦修正に応じたにも関わら

ず、削除したということは、党利党略で「子どもの利益」を人

質に取ったと同じことです。 

 

衆議院法務委員会で齋藤大臣は、日本で生まれ育ったものの

在留資格がない 201 人の 18 歳未満の子どもに対し、できるこ

とを真剣に検討していきたいと繰り返し御答弁されました。何

の罪もないこの 201 人の子どもたちに対する在留特別許可等の

措置を前向きにご検討いただけると考えてよろしいでしょうか。 

 

（送還忌避者） 

 法務省や入管は、在留資格を持たない外国人の一部を「送還

忌避者」と呼び、罰すべきもの、一刻も早く日本から追い出す

べき者として扱います。ですが「送還忌避者」には、 

・日本で生まれた子供、あるいは日本で育った子供 

・日本の学校に在籍していたり、日本で教育を受けた子供 

・日本に家族がいる人 等もおります。 

これらのほとんどが保護すべき人たちなのではないでしょう

か。法務大臣の認識をお伺いします。 

 

では罪を犯したとされる者ならば、政府が想定するような排

除の対象でいいのでしょうか。「送還忌避者」が犯したと入管庁

が公表する罪責の多くが入管法違反です。「送還忌避者」は退去
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強制事由に該当しているのですから、言わば当然です。 

法務大臣は入管法違反のみをもって、保護すべき対象から除

外する理由となる、とお考えでしょうか。 

 

そもそも第 14 回国連犯罪防止刑事司法会議で採択された京

都宣言では、次のとおり述べられています。 

「加害者の社会復帰を促進するためにコミュニティにおける更

生環境を推進する。」 

この方向性からすると、「前科者は送還してしまえば良い」と

いう政策は、政府の方針に反すると思われるのですが、法務大

臣のご認識は如何でしょうか。 

 

（国連からの勧告） 

 入管施設への収容を巡っては、死亡事件や自殺未遂等数多く

の不祥事が相次いでおり、入管の責任を認める判決も相次いで

います。 

 また、先ほど述べた通り、難民・収容・送還問題に関しては、

これまでも再三、国連人権理事会を始めとする国際機関から勧

告や批判を受けて来ました。直近では 2023 年 4 月に国連人権

理事会の特別報告者らがこの度の入管法改正案に対する共同書

簡で「国際人権基準を満たしていない」として日本政府に「国

際人権法の下での義務に沿うために徹底した内容の見直し」を

求めています。 
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 衆議院の質疑でこの書簡について見解を問われた斎藤法相は

「特別報告者個人の資格で述べられたものであり、国際連合又

はその機関である人権理事会としての見解ではない」「法的拘束

力を有するものでもない」「一方的に見解を公表されたことにつ

いては抗議をする」「書簡の内容の誤認等に基づく指摘等を明確

にし、改正法案の内容の適正性について十分理解していただけ

るよう説明を尽くす」などと反論しています。 

法的拘束力がなければ、国連等からの勧告は無視してもいい、

つまり国際的な法の支配を無視してもいいのだと、大臣はお考

えなのでしょうか。 

「個人の資格」等というと、私的な発言だと誤解を招きそう

ですが、特別報告者は日本も参加する人権理事会によって任命

され、国連から特定の任務を与えられている、国際レベルの人

権専門家です。その「誤認」ということは、大臣はそのような

方が「間違っている」という認識だということでしょうか。 

特別報告者による共同書簡は前回改正法案提出時にも日本政

府に送られており、その際にも上川法相が「一方的」と反論し

ております。一方的なのではなく、正論に対して日本政府が聞

く耳を持たないので、今回の提出に至ったと考えるのが自然で

はと考えますが、法務大臣の見解を伺います。 

 

（対外関係への影響） 

 このような国外からの根拠に基づいた批判を無視する法務省
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及び入管の傲岸たる対応は、国連人権理事会の理事国を長く務

めた日本の地位を貶めるものです。 

 そもそも我が国は人権外交を推進することや、国際社会にお

ける「法の支配」を徹底することを表明しており、外務省のホ

ームページでも、「社会的弱者の保護といった視点を掲げつつ、

国連の主要人権フォーラムや二国間対話を通じて、国際的な人

権規範の発展・促進をはじめ、世界の人権状況の改善に貢献し

てきています。」と標榜しています。 

国連機関から何度勧告されても「誤認だ」「一方的だ」と言い

募り、一顧だにしない現在の状況は、我が国が国際的に表明し

ている約束や訴えに自ら泥を塗るもので、人権の尊重という国

際的なトレンドにも逆行するものであり、人権外交重視の視点

からもマイナスではないでしょうか。外務大臣の見解を質しま

す。 

 

現在の、我が国を含む人権を重視する自由主義国家群が、権

威主義的な国家群と対峙する国際情勢にあっては、人権外交の

後退は、日本の外交や国際的な影響力にも深刻な打撃を与える

懸念があります。 

 まもなく G7 広島サミットが開かれ、先進 7 ヶ国の首脳が地

球規模の課題について話し合います。1 億人を超える難民の増

加は喫緊の課題の一つです。我が国は議長国として民主主義や

人権を重んじる価値観の共有をしっかりリードする必要があり
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ます。 

今回の G7 を機に、長らく批判に晒され続けていた入管・難

民政策を抜本的に改善して、人権擁護に関する対日イメージを

一変させるべきと考えるのですが、法務/外務両大臣の見解をお

伺いします。 

 

（締め） 

在留資格のない外国人は我が国でもっとも弱い立場にありま

す。そして弱い立場の人間を守れない社会は、結局何も守れま

せん。誰もが弱い立場になる可能性がある以上、この問題は自

らと関わり合いのない他人事ではありません。そして、政府案

は根幹に欠陥があり、国際人権基準に従って、一から制度設計

をし直すしかありません。それを既に行っているのが我々の対

案です。与党その他には、党利党略を捨て虚心坦懐に両法案の

優劣をしっかり並べ比べご判断頂くことをお願いして質問を終

わらせて頂きます。 

以上 


